
７月末現在（8月22日入力締切） １０月末現在（10月31日入力締切） １月末現在（1月30日入力締切）

担当課No. 地区 期日 質問 回答者 当日の回答

真崎浦土地改良区の管理だと思うので協議していく。

建設農政部

長

新川について。汚れているので台風が来る前に川底

等清掃をお願いたい。

H26・6・20村松3

デマンドタクシーについては，今年度，公共交通機関のアン

ケート調査を予定している。その結果を踏まえて方向性を示

していく。

（村長回答）デマンドについては，公共交通としてバスの運行

を試行的にやるなど検討していく。

副村長

デマンドタクシーの話を前回の村政懇談会でしたが，

進捗はどうなったのか。運行時間の延長や広域化に

ついて。目に見えるような進捗回答が欲しい。

H26・6・20村松4

五反田線の延伸工事は行わない。土地改良区内なので遊

歩道の整備等，どのように利用していくかは，地域と協議し

て決めていく。国体については，駐車場の確保は必要と考え

ている。阿漕ヶ浦公園の整備については245号の拡幅と併せ

て検討していく。遊歩道については幅員が17メートルで長さ

が約468メートルであり，地域の方と一緒に検討していく。

（村長回答）車が走る道を作る気はないが，周遊できるように

作る。自然を壊さないようにしたい。地権者に説明しながら地

域の方と進めていく。

建設農政部

長

五反田線の国道245号線までの延伸工事は行わない

方向で決定なのか。

また，国体に向けて，駐車場の確保が必要になると思

う。阿漕ヶ浦ホッケーグランドの整備もあると思うが，阿

漕の再開発等，その辺はどうなのか。

H26・6・20村松1

J-PARCの進入道路を作る話はあったが，J-PARCの事故が

あったので今はとまっている状況だ。駐車場として使えれば

よいと思うが，検討していく。

建設農政部

長

宮前橋付近に村の保留地がある。どう開発するのか。

放置なのか。

H26・6・20村松2

みちづくり課

都市政策課

みちづくり課

企画経営課

農業政策課

まちづくり推

進課

村道駆け上がり動燃線より下流側

は県が管理する２級河川ですが，

その上流側は真崎浦土地改良区

が管理する東新川となっています。

要望内容については，同土地改良

区に伝えましたが，予算の関係で

対応はできないとの回答でした。

茨城大学の協力を得て，デマンドタ

クシー登録者（1,000人，無作為抽

出）を対象に，現状評価，既存シス

テムではカバーできない公共交通

への需要や村内・村外を結ぶ公共

交通への需要の量的把握などをね

らいとするアンケート調査を実施し

ました。

今後は9月末を目処に調査結果を

まとめ，ニーズを基にした実証実験

の実施に向けた検討をするため，

地域公共交通会議を開催する予定

です。

7月末に実施したアンケート調査の

結果を，10月上旬に開催した第２

回地域公共交通会議において報

告しました。

今後は，調査結果から得られた

ニーズや事業所ヒヤリング結果，

既存公共交通との接続等を考慮

し，路線のルートやダイヤ，バス停

などの具体案の作成を進める予定

でありましたが，会議の席上におい

て，茨城交通（株）から一度は廃止

となってしまった路線バスを今回の

調査結果を基に社内で再検討した

い旨の発言がなされた事から，11

月中旬に開催する予定の第３回会

議において，その検討結果の説明

を受けるとともに，今後の進め方を

検討してまいります。

11月に開催した第３回地域公共交

通会議において，茨城交通（株）か

ら路線バスの運行ルート及びダイ

ヤの案が示されました。

１１月２０日に改正地域公共交通活

性化再生法が施行されたことを受

け，１２月の第４回会議では，今

後，国の支援も視野に入れた取組

みとすること，新たな路線バスの試

行運転を平成２７年４月から開始す

ることが了承されました。

１月に第５回会議を開催し，改めて

茨城交通（株）から運行ルート，ダ

イヤ，運賃等の案について，説明

を受け，地域公共交通会議として

了承いたしました。

今後は，２～３月にかけて積極的

な広報PRを行う予定です。

・五反田線の245号までの延伸工

事は行わないことを，まず地権者

の皆様方に説明をするために，現

在準備中です。

・阿漕ヶ浦公園のホッケー場につい

ては，平成３１年に開催される茨城

国体のホッケー競技会場に選定さ

れております。これに伴い，今後

ホッケー場グラウンドの改修と，付

帯設備や園路等の改修を予定して

います。

　駐車場の確保の検討も考えてお

ります。

・１０月３０日に地権者を対象に，五

反田線延伸事業の中止について

の説明会を実施しました。

・10月30日と11月26日に関係地権

者を対象に説明会を実施しました

が、参加者が少数だったため、2月

2日と2月7日に再度の説明会の実

施を予定しております。

当該用地は，J-PARCへの進入路

の予定地となっておりますが，Ｊ－

ＰＡＲＣの放射能漏れ事故の影響

でその後の協議が進んでおりませ

ん。

現在は，地元のごみ集積所として

一部を活用しておりますが，その他

の具体的な活用要望等について

は，J-PARCへの進入路の建設ま

での間と限定的な期間となります

が対応したいと考えております。

当該用地は，J-PARCへの進入路

の予定地となっておりますが，Ｊ－

ＰＡＲＣの放射能漏れ事故の影響

でその後の協議が進んでおりませ

ん。

現在は，地元のごみ集積所として

一部を活用しておりますが，その他

の具体的な活用要望等について

は，J-PARCへの進入路の建設ま

での間と限定的な期間となります

が対応したいと考えております。

当該用地は，J-PARCへの進入路

の予定地となっておりますが，Ｊ－

ＰＡＲＣの放射能漏れ事故の影響

でその後の協議が進んでおりませ

ん。

現在は，地元のごみ集積所として

一部を活用しておりますが，その他

の具体的な活用要望等について

は，J-PARCへの進入路の建設ま

での間と限定的な期間となります

が対応したいと考えております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応状況　　　　　　　　　※担当課記入で記入してください
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（村長回答）計画上は数値目標をもっているが，なかなかそ

れを示すのは難しい。子育て世代向け，高齢者向け等，他で

は行っていないサービスもあり，東海村は他の市町村に比

べてかなり福祉の水準が高い。個人個人ではなく活動支援

金として，横に広がるよう団体に助成金を渡していきたいと

考えている。

（福祉部長回答）介護保険制度の改正が国会で成立した。こ

れまで介護を受けるには１割負担であったが，今回の改正で

所得がある人は２割負担となった。東海村では，個人負担１

割の７０パーセントを助成している。これは東海村独自の事

業のため県の平均等もない。３年に１度そのような計画を見

直すため，昨年おこなったニーズ調査の分析を踏まえながら

現在，高齢者福祉計画推進委員会のみなさんの意見を伺っ

ている。２７年から２９年までの3ヵ年計画として検討していき

たい。

福祉部長

村長に聞きたい。村上前村長は県下一の福祉の村を

つくるとおっしゃっていた。そのバロメーターは何か。村

上前村長の成果を聞きたい。

介護保険料について。国からの受益者負担は１割だ

が，そのうち村の助成は何パーセントでやっているの

か。県の平均はどれくらいか。あまりにも負担している

のであれば長続きしないと思う。そのあたりをよく考え

て欲しい。受ける人だけではなく払うほうも振り返って

考えて欲しい。

H26・6・23白方7

遊歩道は現地確認してから県の担当課と調整していきたい。

信号機についても現地確認した上で，ひたちなか西警察署と

調整していく。

建設農政部

長

宿区新川脇の遊歩道について。緑地帯の老朽化が進

んでいる。東海村の土地ではないが，何かしら対応で

きないか。松に元気がない。また，さわやかトイレ前の

信号機の時間が長く，感知機の反応も悪いので改善し

て欲しい。これは地域みんなの意見である。

H26・6・20村松5

全国的に大きな問題である。農地中間管理機構があり，県

で取りまとめをしているが，市町村への委託業務として降り

てくると思う。現段階では決まっていない。年度内には明確

化されると思うのでその時期に回答ができると思う。

（村長回答）村で農業公社を作るのは，多額な税金がかかる

ので，住民に理解をもらう必要がある。担当課には特命事項

として検討するようには言ってある。できるかはわからないが

やりたいと考えている。

建設農政部

長

私は水田を持っており，今は人に作ってもらっている。

仕事があるので自分で作れない状況だが，高齢化に

よりそのうち返されると思う。後継者はなかなか見つか

らない。役場の担当課に相談したが，個人対応だと言

われた。農業委員会からも後継者がいないと言われ

た。自分でも探しているが見つからない。土地の買い

手もいない。どうやって維持していくか。そのような人

は多いと思うが，役場で対応策はないか。

県ではなく，村としてどう考えていくのか。

H26・6・20村松6

介護福祉課

みちづくり課

農業政策課

介護保険利用者への村独自の助

成に関しては，現在計画策定中で

あり、見直しを検討しているところ

です。

介護保険利用者への村独自の助

成に関しては，現在計画策定中で

あり、在宅介護全般に対しての支

援の方法として見直しを検討してい

るところです。

・現地確認を行ったところ，松が枯

れている箇所もあり，老朽化が進

んでいる状況でありました。当地区

は，県指定の村松自然環境保全地

域でありますので，何かしらの対応

が出来ないか，担当部署である茨

城県林業課に伝えます。

・さわやかトイレ前の信号機の待機

時間については，ひたちなか西署

に問い合わせたところ，当該信号

機は国道245号の前後の信号機と

連動して変わるようなシステムに

なっているために，245号の車両の

流れによっては，待機時間が長くな

ることもあるとのことです。区間全

体を考えての信号制御システムと

のことなので，ご理解をお願いしま

す。

・ご指摘のありました松林は財務省

が所有する森林ですので，財務省

において適切に管理されるよう申し

入れました。（回答：農業政策課）

農地中間管理事業が軌道に乗れ

ば，農地の引き受け手も見つかる

可能性は高くなると思われます。村

の農業公社については，設立に関

しての検討を９月から開始する予

定で，農地中間管理事業の一部の

機能を持たせることも視野に入れ

ております。

１０月から（公社）茨城県農林振興

公社の委託を受けて，農地中間管

理機構の業務の一部を開始しまし

た。農地の出し手と受け手とのマッ

チングに留意しつつ，事務を進め

ておりますので，中間管理機構に

農地を提供したい方は，農業政策

課までご相談ください。なお，提供

できる土地の条件として自作地で

あることが前提で，他の人に作付

けしてもらってる土地は該当になり

ませんのでご注意ください。
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道路脇の草の状況等に関しては大変申し訳ない。現場を確

認してできるだけ早く除草作業を行うようにする。

また，草刈りは年2回，村道の除草作業を行っている。業者

への発注の関係から除草作業を早くやる場所と遅くなってし

まう場所に分かれてしまう。米への影響があるような場所に

ついては，みちづくり課と協議をしてできるだけ水田にカメム

シが入らないように対応したい。

建設農政部

長

耕作放棄地への質問だが，耕作放棄地は年々増えて

いる。留大橋の東側の村道には草が背丈以上に伸び

ているため，草をかき分けて水田に入り米をつくってい

る人もいる。現場を実際に見ていただきたい。村道の

草刈りについては，担当課に相談したら今週初めには

必ずやるとの返事があった。しかし，まだ作業をしてい

る様子がない。草刈りの時期は，今が一番よい。秋に

なるとカメムシが発生してしまう。その時期に草刈りを

行い水田にカメムシが入ると米に影響が出てしまう。

草刈り時期については，農家と相談してほしい。収穫

する米に被害を与えないように配慮していただきたい。

H26・6・24石神9

（村長回答）スマートＩＣを活用できないかと考え那珂市長と

話をしているが，「むずかしい」との回答である。スマートＩＣを

活用できるならアクセス道路についても検討が始められる。

もうしばらくお時間をいただきたい。

（建設農政部長回答）前谷水田道路の沈下に関しては工事

に向けて設計中であるが，着工までには時間がかかってし

まう。雨の日には歩道に水が溢れてしまい子どもたちの登下

校に影響がでてしまっているのが現状である。子どもたちが

通るのに影響がでないように工夫し対応したい。

建設農政部

長

外宿一区西原地区の道路についてだが，避難計画道

路としてスマートＩＣ間を活用したとしても，そこまで行く

道路が問題ではないか。みちづくり検討委員会で検討

するなどと言っていないで村として路線の計画をしてみ

たらどうか。地権者の問題もあるのですぐには実現で

きないであろうが原発事故や震災に備え考えてみては

どうか。

須和間地区の道路は畑の中に道路が通っている。村

が地域住民に「このような道路をつくりたい」と説明会

を開き「1回か2回で決まった」と聞いている。道路の問

題は村の姿勢が決まっていれば時間がかかっても賛

同を得られるのではないか。基本方針は村長又は村

長公室が検討してはどうか。

また，前谷水田道路の沈下についての質問に対して，

部長の説明では回答になっていない。

H26・6・24石神10

常磐線西側の自然を残していこうという話になっていた。今

は手持ちに資料がないため，後で地区自治会へ報告した

い。

建設農政部

長

自治会長をやっているとき，前谷津地区公園化のワー

クショップを何回かやっていたが，最近どうなっている

のか。予算だけは３００万とっている。講師料を払って

いるが一向に計画が住民に示されない。ワークショッ

プを行ったその結論はどうなったのか。現在何をやっ

ているのか分からない。

H26・6・23白方8 都市政策課

みちづくり課

都市政策課

前谷津地区の緑地整備計画につ

いては，平成２３・２４年度にワーク

ショップを開催して整備計画を決定

し，平成２５年度から整備工事を

行っております。

　ご指摘のとおり，整備計画につい

て地元の皆様に対する説明ができ

ておりませんでしたので，７月２日

に岡区自治会の役員の方，７月７

日に内宿二区自治会の役員の方

に説明をいたしました。

　また，８月１０日号の広報とうかい

にて整備計画の内容をお知らせし

ました。

　ワークショップで決定した整備計

画に基づき，平成２６年度分の整

備工事費3,117千円を計上しており

ます。今後，園路整備等の工事を

発注してまいります。

　墓地側から田んぼ側に降りる階

段などの園路整備工事を12月に契

約し，現在工事中です。3月には完

了する見込みです。

　来年度につきましても，園名板の

設置などの工事費を予算計上し，

引き続き整備を進めていきたいと

考えております。

遅くなりましたが，６月下旬に対応

させて頂きました。次年度は作物

の影響がでない時期に対応してま

いります。

広域避難計画で緊急避難路の1つ

としてスマートＩＣを利用できないか

検討しています。下り側はアクセス

道路が狭く，大型車両が通行でき

ないため，東海パーキング下り側

に緊急開口部を設置して対応でき

ないか，ネクスコと協議していると

ころです。

　8月12日にパーキング下り側に緊

急開口部を設置できないかネクス

コと協議しております。緊急開口部

の設置の要件を上層部に確認する

ことになっており，引き続きネクスコ

や関係機関と協議を進めてまいり

ます。

12月5日に緊急開口部の設置につ

いて，どのような手続きで設置でき

るか，村広域避難計画の担当者も

含めてネクスコと協議を行った。現

段階では緊急開口部設置の同意

は得られていないため，引き続き

関係機関と協議を進めてまいりま

す。
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11 石神

12

建設農政部

長

村民生活部

長

村長からも話があったように避難道路としてスマートＩＣから

高速道路に入り避難できないものかと那珂市と協議をしてい

るがなかなか答えがでない。スマートＩＣの東京方面は大型

車輌の通行ができなくなっているが通れるだけのスペースは

ある。北に向かうには道路がくねくねしている。

実は村としても東海ＰＡから何とか乗り入れができないかと

いうことでネクスコと話をしているところである。しかしながら

ケーブルや構造物など難しい要素が多い。しかし，今後も交

渉を進めていきたいと考えている。

本物の監視カメラの設置には費用がかかってしまう。イミ

テーション等で代用できないか検討させてほしい。時間をい

ただきたい。

現場を確認したが手入れが行き届いている。村としては，地

域の憩いの場としての要望であれば，自治会と村と地権者と

で協定書を結ぶなどして進めていければと考えている。すで

に都市政策課と協議をしていると聞いているので具体的に

現実的へ向かって進めていければと考えている。

建設農政部

長

内宿一区内の村民の森について質問したい。内宿一

区の有志で結成された「里山の会」がある。毎週火曜

日に荒れた雑木林を間伐し下刈りをして見通しをよくし

安全で安心な地域にすることを目的に活動している。

現在村が指定している村民の森（遠原地区，第二幸の

実学園から西側に300メートルほど行った場所）があ

り，そこを地権者に確認を得て間伐や下刈り作業を進

めている。現在6割から7割の作業が終えている。実は

内宿一区には公園がない。村民の森に遊歩道等を設

け地域の人々の憩いの場ができないかと都市政策課

に相談をしているところである。その件に関してよい返

事，前向きな返事がほしい。

H26・6・24

スマートＩＣの利用やそれまでのアクセス道路について

意見がでているが，スマートＩＣは小型車輌しか通れな

い。万が一避難することになった場合に東海ＳＡの通

用門を緊急時には利用できるような協定書を結んでい

ただきたい。

また，ゴミの不法投棄がある。幸の実園近くの隧道，竹

瓦信号右側付近，留大橋の堤防道路の下等にできれ

ば，監視カメラ等の設置を考えてほしい。

H26・6・24石神

都市政策課

環境政策課

都市政策課

現地につきましては，活動開始時

に関係する班（常会）が集まり，作

業範囲を道路脇に限るなどと取り

決めた経緯があります。

　よって，現地での憩いの場の整

備は難しい状況です。

　今後の活動について地区で話し

合った結果，現地での活動を終え

る旨の報告を受けました。

　村内には，ご指摘のありました場

所のほか，不法投棄事案の多い地

点がいくつかあり，定期的なパト

ロールを行っております。

　しかし，不法投棄の根絶，未然防

止は非常に困難な問題であること

から，悪質な事案が頻発する地点

については，監視カメラの設置につ

いても前向きに検討したいと考えて

おります。

　１０月に移動可能な監視カメラ１

台を購入しました。

　今後は，悪質な事案が頻発する

地点に監視カメラを設置し，不法投

棄の防止に活用していきたいと考

えております。

広域避難計画で緊急避難路の1つ

としてスマートＩＣを利用できないか

検討しています。下り側はアクセス

道路が狭く，大型車両が通行でき

ないため，東海パーキング下り側

に緊急開口部を設置して対応でき

ないか，ネクスコと協議していると

ころです。

　8月12日にパーキング下り側に緊

急開口部を設置できないかネクス

コと協議しております。緊急開口部

の設置の要件を上層部に確認する

ことになっており，引き続きネクスコ

や関係機関と協議を進めてまいり

ます。

12月5日に緊急開口部の設置につ

いて，どのような手続きで設置でき

るか，村広域避難計画の担当者も

含めてネクスコと協議を行いまし

た。現段階では緊急開口部設置の

同意は得られていないため，引き

続き関係機関と協議を進めてまい

ります。
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昨年も遊歩道についての質問があったが，通行止になって

いる道路については，日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）の

テニスコート付近で，水道等は復旧している。今後この道路

をどうするかをＪＡＥＡと協議中。245号線の拡幅工事がある

ので，早めに対応したいと考えている。花火大会までには通

れるようにして欲しいとのことなので，みちづくり課と協議検

討したい。阿漕ヶ浦の水質が汚れていることについては，水

質は確認していないが，水量は落ち着いている。今までは循

環していたので水質がきれいになっていたが，今は循環して

いない状態。所有者は個人なので早急に結論は出ない。内

部で検討させて頂きたい。

建設農政部

長

阿漕ヶ浦の遊歩道の件，阿漕クラブの前の道が通行

できない。8月に花火大会があるが，それまでに整備

は間に合うのか。できれば花火大会までに通れるよう

にしてほしい。また，以前はきれいな阿漕ヶ浦だったの

に，今は全然違うものになっている。以前のようなきれ

いな阿漕ヶ浦に戻すことはできないのか。

H26・6・25真崎16

農業支援センター及び人事課（職員の雇用等）とも協議し検

討したい。時間をいただきたい。

建設農政部

長

農地を次の世代に受け継ぐことが困難になっている。

次の世代に繋ぐためには「おいしい米」を作ることがひ

とつの手立てになるのではと考える。「おいしい米」を

作ることへの姿勢が薄れてきた。量をたくさん収穫しよ

うと考える人が増えた。県の指導では10アールあたり

530キロが平均であるが東海村では600キロを収穫し

ている農家もある。東京大田市場では東海村の米は

「まずい」として店頭の一番前で安売り米としてたたき

売りされている。東海村は原子力もあるし，米もおいし

くないことになってしまう。村として「おいしい米」をつく

るために何か援助ができなのか。農業支援センター

（にじのなか）に米の専門家をおいて勉強会ができな

いのか。

H26・6・24石神14

入所されている方が退所しなければ空はできない。平成２７

年度には４０床ほど増床する計画があるが，どのくらいの期

間を待てばよいのかとのことだが，その回答は難しい。

福祉部長

介護保険の事業計画について，理解はできるが，「介

護老人福祉施設への入所は空き次第となりますので，

期間としては申し上げられない」との回答だが，どの位

待てばよいのか，その回答がほしい。

今までの実態として把握していないのか。入所までの

期間が３年か４年か，それ以上になるのか答えて頂き

たい。今回答できないなら，あとで地区自治会に回答

して頂きたい。

H26・6・25真崎15

松くい虫防除については担当課に確認をする。剪定をせず

に風通しが悪いため松枯れしていたのかと思っていたが，今

の話を聞いてみるとマダラカミキリ虫が原因であるように思

う。担当課と協議をして対応したい。

建設農政部

長

村の花「スカシユリ」，村の木「黒松」，村の鳥「メジロ」

とある。

昔はスカシユリはどこにでも咲いていて見ることができ

たが今は環境の変化で一部でしか咲いていない。ま

た，役場にある大きな黒松も枯れている。村松海岸に

は大正期から戦前戦後に221万8000本の黒松が植え

られた。しかし，今は松枯れしているのが目立つ。環境

の激変の中で対応する手段がないのかと思い県林業

技術センターで調べてきた。マダラカミキリ虫の発生時

期に何の対策もしないのはなぜか。行政として村の木

「黒松」を守ってほしい。

H26・6・24石神13 農業政策課

農業政策課

介護福祉課

みちづくり課

都市政策課

県の農業改良普及員のＯＢを農業

支援センターの専門職員として８月

１日から配置し，農産物栽培関係

の相談に応じられるように体制を

整えました。

県央農林事務所の経営普及部門

と連携を図り，米作専門の普及員

の派遣を要請し，おいしい米づくり

の勉強会を開催したいと存じます。

７月４日付けで、ご質問者宛に、

「入所待ち」についてということで文

書で送付しました。

マダラカミキリの防除については，

ヘリコプターからの空中散布が有

効であり，今年も６月１８日に県が

豊岡海岸一帯の松林２１haの空中

防除を実施しました。なお，被害樹

からの拡散を防ぐために，村独自

に伐倒事業を実施しています。

村松海岸の松林は，飛砂防備保安

林として県から指定されております

が，その殆どが民間（原子力関係

施設等）や県国が所有しておりま

す。それぞれの所有者に対して

は，適切な管理を行うよう県から指

導がなされております。

・道路の復旧については，JAEAと

協議中でありますが，花火大会に

ついては，開催に支障のないよう

な対応を行っております。

・国体に伴う阿漕ヶ浦公園の改修

に併せて，遊歩道の整備を進めて

まいりたいと考えています。

・花火大会時には，通行できるよう

に対応しました。(回答：みちづくり

課)

・ＪＡＥＡと、245号拡幅工事も含め

て道路整備に向けた協議を行って

まいります。
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原電第２が動こうが動かまいが東海村は避難計画を作らざ

るをえないと思っている。よく検討したい。村長

日本原子力発電の安全審査について。原発の安全性

と自然の脅威は別問題なのでよく検討して欲しい。H26・6・26中丸18

実験的にバスを走らせるのにも許可が必要で，秋以降にな

るかと思う。コミュニティバスと路線バスとでも期間が変わっ

てしまう。できれば今年度中に走らせたい。検討が必要であ

れば実証実験の期間を来年まで延ばす。いずれにしても実

証実験を行なう前に皆様にお知らせしたい。

村長

地域高齢化が進んでいる。５年，１０年先が危うい。現

在も買い物に行けない人が大勢いる。公共交通機関

について書いてあるが，もっと具体的に話してもらいた

い。

H26・6・26中丸19

（村民生活部長回答）小麦や大豆が遺伝子組み換え食品に

なっている。実際には遺伝子を組み換えているのではなく，

遺伝子をぶつけて，その中から使えるものを集めて使ってい

ると聞いている。遺伝子組み換えについては，ＪＡが中心と

なって村内でも説明会を開いている。今後村でも講演会を

行ってもいいと思うので，検討していく。

建設農政部

長

遺伝子組み換えの食品，特に小麦を食べて調子が悪

くなったという内容の本を読んだ。ＴＰＰに賛成の人もい

れば反対の人もいるが，この件に関して危惧を抱いて

いる。日本ではそのような作物は作ってはいないよう

だが，小麦に関しては外国や大規模な農業ではその

ようになっているようだ。村民の空気と水と食べ物は大

事だと思うので，「国がやるからいい」ではなく村でも目

を向けてほしいと思う。また，県や村で遺伝子組み換

えの食品に対しての検討会や協議会はあるのか。

H26・6・25真崎17

防災原子力

安全課

まちづくり推

進課

農業政策課

７月２８日から村内各コミセンにお

いて，広域避難計画の基本的な考

え方について住民説明会を開催し

ました。自治会連合会や民生・児

童委員定例会などで説明を行い，

説明会等で出された意見をもとに，

避難計画を検討してまいります。

日本原子力発電の原子力規制庁

との審査会合の内容については，

逐次審査状況の説明を受けており

ます。

住民意見交換会で出された意見等

をもとに，避難計画を検討しており

ます。

日本原子力発電の原子力規制庁

との審査会合の内容については，

逐次審査状況の説明を受けており

ますので，引き続き注視してまいり

ます。

広域避難計画の策定に向け精査

を行っております。

日本原子力発電の原子力規制庁

との審査会合の内容については，

逐次審査状況の説明を受けており

ますので，引き続き注視してまいり

ます。

茨城大学の協力を得て，デマンドタ

クシー登録者（1,000人，無作為抽

出）を対象に，現状評価，既存シス

テムではカバーできない公共交通

への需要や村内・村外を結ぶ公共

交通への需要の量的把握などをね

らいとするアンケート調査を実施し

ました。

今後は9月末を目処に調査結果を

まとめ，ニーズを基にした実証実験

の実施に向けた検討をするため，

地域公共交通会議を開催する予定

です。

7月末に実施したアンケート調査の

結果を，10月上旬に開催した第２

回地域公共交通会議において報

告しました。

今後は，調査結果から得られた

ニーズや事業所ヒヤリング結果，

既存公共交通との接続等を考慮

し，路線のルートやダイヤ，バス停

などの具体案の作成を進める予定

でしたが，会議の席上において，茨

城交通（株）から一度は廃止となっ

てしまった路線バスを今回の調査

結果を基に社内で再検討したい旨

の発言がなされた事から，11月中

旬に開催する予定の第３回会議に

おいて，その検討結果の説明を受

けるとともに，今後の進め方を検討

してまいります。

11月に開催した第３回地域公共交

通会議において，茨城交通（株）か

ら路線バスの運行ルート及びダイ

ヤの案が示されました。

１１月２０日に改正地域公共交通活

性化再生法が施行されたことを受

け，１２月の第４回会議では，今

後，国の支援も視野に入れた取組

みとすること，新たな路線バスの試

行運転を平成２７年４月から開始す

ることが了承されました。

１月に第５回会議を開催し，改めて

茨城交通（株）から運行ルート，ダ

イヤ，運賃等の案について，説明

を受け，地域公共交通会議として

了承いたしました。

今後は，２～３月にかけて積極的

な広報PRを行う予定です。

専門家の試験等によって安全性が

確認され国内で流通が認められて

いる遺伝子組み換え食品は８品目

あります。しかし，安全性に不安を

持つ消費者もいるため，農業フォー

ラム等でも取り上げるなど，実態等

の情報共有を行ってまいります。
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農業政策課

かなり広い道路の草刈。村では一般村道は年に２回草刈を

行っている。農道といっても里道だが，今後草刈できるように

内部で調整する。まだ確定ではないので，調整できたら報告

する。

建設農政部

長

地区自治会環境部会長。中丸コミュニティセンターの

西側に通学路があり，今の時期は草がはびこる。里山

の会として年に2回草刈をしている。なぜ我々が行って

いるのか。通学路は村の管轄のはず。除草を委託して

もらいたい。防犯灯があるが役に立っていない。村とし

ての対応策があるのか聞きたい。

H26・6・26

区画整理事業で畑地等への配慮をして欲しいとの話だが，

中央土地区画事業は東海駅を中心に４地区ある。良好な宅

地を作るためだが，それ以外にも道路や公共施設等を作っ

ていく。そこには最終的には農地もあるとは思うが，市街化

区域のため，そのなかに緑地という位置付けでつくっていく。

ただ農林サイドで行うのと建築サイドで行うのとでも違ってく

る。また遊休農地だか，現在さつま芋が植えられているが，

さつまいもが終わった後は畑が空く。その畑を休ませている

３月から５月の間に強い風が吹き，埃がでる。今年４月に農

地中間管理機構という組織が農地の集約化や集積をする。

農地を買うというのも一つの手なので，そのあたりを活用す

れば砂埃対策も少しは改善されるのではないかと考え取り

組んでいく。

（村長回答）検討していく。

建設農政部

長

砂塵に配慮した計画を作って欲しい。高齢化が進んで

おり，後継者がおらず，現在使われている畑地は冬に

は何も植わっていない。冬の強い風で砂の嵐が起こ

る。それが実態。上手い方法を考えて欲しい。畑を潰

せといった話はしていない。住みやすい環境で生活で

きないか。もう一つは砂塵対策で良いアイデアがない

という話について。砂塵問題を抱えている人に自分た

ちでやってもらいたいと聞こえる。生垣や木を植えるに

してもそんなに土地はない。その現実をもう少し考えて

欲しい。こういったことを今後どう展開していくのかを，

まちづくりの観点のひとつとして検討していく場を持っ

て欲しい。

H26・6・26中丸20

中丸22

（自治会長）時間もないため，この回答は後日文書等でお願

いします。

なし

砂埃があると子どもが遊べない。美味しいさつま芋をと

るためには強い農薬を土の中に入れていると聞いた。

風にこの土が吹かれているのであれば問題。その問

題を調べて欲しい。どれくらい体に入れば問題になる

のか。

H26・6・26中丸21

農業政策課

農業政策課

村では１０月から各コミセン単位で

農業座談会を開催し，農業者や一

般住民の方から農業に関するご意

見を広く聞いております。砂塵の問

題につきましても，様々な立場から

の意見を踏まえながら，解決策を

見出して参りたいと思います。

村内のサツマイモ畑は収穫が終了

しつつある時期になりました。土埃

の舞う季節となりましたので，各地

区自治会ごとに２件程度の残留農

薬検査を，年末までには実施し公

表する予定です。

１月に村内６地区の１２地点で農地

土壌における残留農薬の測定（２０

０成分）を行いました。測定結果に

つきましては，村の公式ホーム

ページ等に掲載する予定です。

当該道路は農道ですので，農業政

策課が所管しております。ご指摘

のあった箇所について，今後は村

で除草を実施いたします。

村内６地区で砂塵の残留農薬の数

値を測定いたします。食品中の農

薬残留値については規制がありま

すが，農地や埃の残留農薬につい

ては規制がないため測定値に対す

る評価ができないのが現状です。

測定値は公表いたしますが，その

ことをお含みいただきたいと存じま

す。

農地と住宅地が混在している地域

では，同様の課題を抱えておりま

すが，抜本的な対策がないという

のが実情です。今年度中に開催す

る農業関係の地区別懇談会を開催

した際に，農家の方の意見も聴い

た上で対応を検討して参りたいと

存じます。
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23 中丸 H26・6・26

中央公民館講座・パソコン講座のパソコンがたった６台

しかない。いつも申し込んでもはずれる。その倍くらい

にして欲しい。また内容も考えて欲しい。検討願いた

い。

教育次長

応募いただきありがたい。実際に少ないという印象。検討し

てみる。もっと楽しんでもらえるような講座もやっていきたい。

生涯学習課

より関心を持っていただくべく講座

の内容等について検討しながら，

各種講座を開催しております。過

去に大幅に定員を超す応募のあっ

た，人気の高い講座については，

より多くの方に受講していただける

よう開催数を増やすなどの調整を

しております。

自治推進課

舟石川１区集会所建設問題について。村長の話から

は前例踏襲主義には捉われないと話があったが，自

治会に対する対応は前例主義だと思う。６号国道から

北側の外宿１区と内宿１区が重なる部分は公共施設

が少なく，エアポケット状態になっている。そのために，

国道より北側に集会所を新設したいと希望したにも関

わらず，現地建替えじゃないと補助金が出ないという

理由で却下されたと聞いた。その後，自治会長が交渉

に行ったところ，集会所を建設してほしいとお願いした

場所は優良農地だと回答あったらしい。しかし，そこは

元山林で雑地の土地であった。かなり高齢化が進んで

いる地域でもあり，集会所が現地建替えのままである

と災害時に高齢者を誘導するのに困難が生じる。真崎

コミセンにも言える事だが，コミセンと集会所が近すぎ

る。自治会と村執行部が協働で住みよい村づくりだと

いうのであれば，前例や慣例に捉われずにやるべきで

はないのか。出来ない，やりたくないという言い訳を考

えるのではなくて，自治会と村執行部が一緒になって，

どうしたらできるのか考えてくれるのかと思っていた。

もう少し自治会の要望に対して一緒に考えて欲しい。

緑地を残すと言っているが，現状を見ているのか。２０

数年前に伐採し更地になり，現在は木が１，２本生え

ているくらいである。現地も見ずに回答するのか。住民

と一緒に考えて一緒に汗を流す考えはないのか。とに

かく今のままでは集会所とコミセンが近すぎ，利用者も

少ない。防災計画等も立派なものができたが，意味が

ないと思う。今のままでは災害が起きた際に長期的に

能力がないと思う。現在の荒地に防災拠点や福祉の

拠点を置くために集会所を建てて欲しいとお願いして

いる。舟石川１区だけで使おうとはしてない。

市街化調整区域だから集会所は建てられないという回

答があったが，公共施設も建ててはいけないのか。

今，舟石川１区では泉福寺を仕方なく避難所としてい

る。これらは自治会の知恵でなんとかやっている。先

ほどの回答

は納得いかない。

H26・6・27

舟石川・

船場

24

舟石川１区自治集会所については，まず今年の２月に現地

建替をしたいと要望があり，翌３月に他の場所に土地を購入

して建替えたいと要望があった。その建替えの要望の場所

は市街化調整区域にあたり，集会所を建てるとなると農地山

林を残すという村としての観点が失われる。また，今の集会

所にはモニタリングポストや屋外放送の設備があり，その移

設にも費用もかかるため厳しい。決して前例踏襲ではなく，

庁内で検討をした結果，現在地の建替で自治会にお願いし

たところである。このようなことから現地建替えでお願いした

い。

自治集会所を拠点にするという話だが，村では災害時はコミ

センを基幹避難所とすることを考えている。また，東日本大

震災を踏まえて，総合体育館や学校等も避難所として開設

する計画を作り直しており，全部で約５０００名の収容ができ

るようになる。集会所については避難所に来るまでの一時集

合場所と考えて欲しい。しかし，集会所建替えの件は色々御

指摘もあるのでもう一度村で検討したい。

（村長回答）改めて検討したい。

村民生活部

長

７月上旬に，村として改めて現在地

での建て替えを自治会長にお願い

し，再度役員会等で協議して欲し

い旨依頼しました。その結果は，従

来の要望と同じで６号国道北側で

の建て替えでした。

集会所建設の必要性も含めて場所

の選定についてはもう少し時間を

かけ継続して協議していきます。

９月上旬に自治会長から新たな候

補地（民地）での提案もありました

が，その候補地もすでに土地利用

が決まっていることが判明したた

め，継続協議中です。

自治会では，現地建替えではなく

新たな候補地を模索して地権者と

の交渉を続けていますが，了解を

得られる状況には至っていない旨

の報告がありましたので，継続して

協議していきます。
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まちづくり推

進課

みちづくり課

環境政策課

みちづくり課

みちづくり課

いい提案だと思うので検討したい。副村長

地域全体で行う地区社協，自治会等の活動情報のた

めのページを広報とうかいに設けて欲しい。現在は回

覧で情報を流しているが，それでは自治会に加入して

ない人に周知できない。地域全体の情報を自治会未

加入者に届けたい。月２回のうち１回でもいいから入れ

て欲しい。

H26・6・27

舟石川・

船場

27

御指摘の場所は駅西第二土地区画整理地内の公園線であ

る。その幅員は５．５ｍある。この公園線は公園と一体となっ

た緑豊かな空間，安全で快適な歩行空間を作るということに

なっている。現場は５．５ｍと広い幅員のため植樹帯を作るこ

とが理想となっている。現場を確認するとたしかに草が生え

ていたので，業者に委託発注をして，７月の初旬に草刈する

予定である。今後の管理だが，地域と協議中である。地被類

を植えることや草が生えないようにシートをかぶせるなどの

方法を考えている。今後は地域に押し付けないようにしたい

と考えている。

建設農政部

長

舟石川近隣公園に隣接している歩道にある花壇につ

いて聞きたい。その花壇は現在草むらになっていて整

備されていない。花壇の段差で転びそうになったという

話も聞いており危ないと思う。この花壇を作った当時は

どのように管理する話だったのか。住民と話し合いは

されたのか。今後この花壇はどうするのか。考えを聞

きたい。また，その花壇に花を自治会で植えるというよ

うな話もあるのかもしれないが，水を引くことなども難し

いと思う。協働のまちづくりを謳っているが，地域でど

のくらいできるのかも考慮しないで，説明もなく地域に

押し付けるのは協働ではないと思う。

H26・6・27

舟石川・

船場

28

毎年実施されているクリーン作戦について伺いたい。

クリーン作戦の主体は自治会加入者であるが，地区内

の会社店舗等にも参加をお願いしたい。法人組織をど

のようにクリーン作戦の参加者に組み込んでいくかが

今後の課題であると思う。会社は組織なので，参加形

態など難しいこともあると思うが，その参加方法を役場

で検討して秋のクリーン作戦からでも参加してほしいと

思っている。また，村所有の土地，村道敷などもクリー

ン作戦の範疇だと思う。クリーン作戦の範囲を綺麗に

しても，その脇の道路が汚かったら話にならないので

はないか。村はどのように考えているのか伺いたい。

H26・6・27

舟石川・

船場

25

確かに自治基本条例では事業者も村民に入ると謳ってい

る。商工会はクリーン作戦に参加していると思うが，全ての

事業者が参加しているわけではないと思うので，改めて事業

所等に参加を促す取組をしたいと思う。

村民生活部

長

建設農政部

長

年２回村道の除草を行っている。東海村全域に渡って業者

が除草を行うため，村のクリーン作戦と時期が合わない。今

後はクリーン作戦に出来るだけ合わせるように検討していき

たい。

御指摘の箇所は以前はかなり交通量があった。そこではみ

ちづくり検討委員会を立ち上げ，地域の方々と長年協議した

上で信号機やグリーンベル

トなど歩道の整備をしてきた。その効果もあり，丸一日６：３０

～２０：００まで交通量を計ったところ，整備する前より通行す

る車が６０２台減った。押しボタンを感応式にすると走る車の

台数も多くなると懸念される。現状の押しボタンで安全が保

たれていると考えているので理解をしていただきたい。

現場をひたちなか西警察署と一緒に確認して検討したい。

建設農政部

長

広報とうかい６月１０日号に「思いやりの道ができまし

た」との記事があった。もみじ通りと６号国道がぶつ

かっている所のクリーニング屋さんのある交差点には

現在押しボタン式の信号がある。その箇所は朝の通勤

時間帯の車の交通量が多い。その場所では車に乗っ

ている人がわざわざ降りて押しボタンを押して青信号

にして渡っており，大変危険である。舟石川小学校の

通学路でもあるので危険回避のために感応式ボタン

にしてほしい。

たった一日の調査で危険な場所じゃないと判断は出来

ないと思

う。再検討をお願いしたい。

H26・6・27

舟石川・

船場

26

提案に関して、地区社協および自

治会連合会と協議をしたところ、現

時点で掲載を希望する情報は無い

との回答を得ております。

今後、掲載すべき情報があれば協

議の上で紙面を作成し、紹介して

いきます。

掲載すべき情報については、随時

協議の上で紙面を作成し、紹介を

しております。

引き続き、掲載すべき情報につき

ましては随時協議の上で紙面を作

成し、紹介をしていきたいと考えて

おります。

現在，舟石川一区自治会と協議中

です。

９月５日に，舟石川一区自治会と

話し合いを行いました。管理手法に

ついて，現在も協議中です。今後も

協議を続けてまいります。

・花壇管理のための、散水栓を近

隣公園内に設置しました。今後、植

栽箇所等について管理手法も含め

て協議を進めてまいります。

村内全域を，業者委託によって除

草作業を行っておりますので，ク

リーン作戦の時期とすべては合わ

せられませんが，主なクリーン作戦

実施箇所には出来るだけ合わせら

れるように調整していきます。

「みちづくり基本計画」に基づき，学

区毎に立ち上げられた「みちづくり

検討委員会」において，当該箇所

についても協議していきたいと考え

ておりますので，ご協力をお願いい

たします。

ひたちなか西署と協議しましたとこ

ろ，感応式の信号機を設置する為

には，車両の停車スペースが必要

で，道路を拡幅し停車スペースを

確保しなければならないとのことな

ので，早急な対応は出来ません

が，どの様なことができるのか地区

と話し合いを行っていきたいので，

ご協力をお願いします。

・1月28日にひたちなか西署、学校

関係者、地域の方々と現地で状況

確認を行いました。それを踏まえて

地域と協議を進めてまいります。

　クリーン作戦の参加依頼につい

ては，自治会，スポーツ少年団，高

齢者クラブなどのほか，村内の銀

行を含む30の事業所宛にも参加依

頼を送付し，協力をいただいており

ます。

　個人店舗等については，商工会

に依頼をしており，また，広報とう

かいにより周知を図っております。
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環境政策課

環境政策課

中丸地区でも同じ質問があり答えているが，サルもイノシシ

も捕まっていない。

サルについては外宿の浄水場の近辺で目撃情報があり，そ

のあたりに罠をしかけているがまだ捕まっていない。今後は

定期的に放送したいと思う。

村民生活部

長

最近よく屋外放送でイノシシやサルが逃げ出したとの

放送があるが，その後捕まったのか捕まっていないの

かの情報が全くわからない。そのような情報のフォロー

が全くないが，役場ではどう考えているのか。注意をお

願いする放送はあったが，子どもがいる親はその後ど

うなったのか心配である。まだ見つかってないのか捕

獲されたのか定期的に放送してもらえると親としては

安心できる。

H26・6・27

舟石川・

船場

29

神堂の湿地自体は村のものであるが，まわりの山林は個人

の所有である。税制面の優遇の話については承知してな

かったので確認したい。サワギキョウのまわりのヨシだが，処

理を考えたい。

村民生活部

長

水神堂近辺の整備等について質問と要望がある。水

神堂には村内で唯一サワギキョウが生息している重要

な地点である。環境村民会議でも植物と動物の専門家

を呼んで視察会を何回か行った。その場所は生物多

様性の観点からも残したいという結果になった。３年前

に水神堂の近くに広大な森林があり，地権者が５人ほ

どいたのでその森林を村民の森として残して欲しいと

お願いしに行った事があった。その際に税制面で優遇

できるような話がでていたがその措置は取られている

のか。私たちはこれまでサワギキョウを増やしてきてお

り，それが成功してきたと考えているが，最近は同じ場

所にヨシが増えてきてしまった。地区の環境部会では

ヨシを処理するのには限界があるので村としても協力

して欲しい。このような場所は子どもたちにも残してい

きたいので協力して欲しい。

舟石川・

船場

30 H26・6・27

　野生動物は，人身被害のおそれ

など緊急時を除き，鳥獣保護法に

よって許可なく捕獲することが禁じ

られています。

　屋外放送は，住宅地や学校施設

付近で目撃された場合において，

安易に近づいて無用な被害に遭わ

ないよう注意を呼びかけるものであ

り，捕獲等を目的としたものではあ

りません。

　また，野生動物は活動範囲や行

動予測がし難く追跡調査も困難な

ため，経過報告等の定期放送は難

しい状況にあります。

　なお，同一個体と思われる，サ

ル・イノシシについては，現在，ひ

たちなか市及び那珂市から目撃情

報を得ております。

【村民の森指定について】

　第2次東海村環境基本計画の各

種実施計画の実行にあたり，平成

24年度4月に環境政策課，都市政

策課，とうかい環境村民会議のメン

バーで水神堂周辺の地権者を対象

に，自然共生社会部会の活動に係

る所有地への立ち入りの了承とあ

わせて，都市政策課から「村民の

森」の紹介をさせていただきまし

た。お願いではなくあくまでも紹介

でございます。

　現在，水神堂周辺は「村民の森」

に指定されておりませんので，ご質

問の村民の森の指定に係る税制

優遇の措置はございません。指定

された場合は，森林を維持・管理し

ていただくことに対して年1回報償

金をお支払いする仕組みがありま

す。

【ヨシの処分について】

　平成15年頃に水神堂のサワギ

キョウを保全したいので除草しない

で欲しいと地域の声があったことか

ら，村としましては積極的な除草は

行っておりません。

　以来，舟石川・船場地区自治会を

中心に「水神堂地区貴重動植物に

ついての調査報告書」をまとめるな

ど，地域全体でサワギキョウの保

全活動が展開されてきたと認識し

ております

　また，現在は「サワギキョウを増

やそうプロジェクト」として地区自治

会の建設環境部会ととうかい環境

村民会議自然共生社会部会との

連携で年1回サワギキョウの移植

及び整備活動を行っておりますの

で，今後この活動が地域活動とし

て活発になり参加者が増える事を

期待しております。

　なお，ヨシの処理については，そ

の方法等について協議したいと思

います。

【村民の森指定について】

　7月回答のとおり。

　「村民の森」指定への申請は現在

のところございません。

【ヨシの処分について】

　舟石川・船場地区自治会と，とう

かい環境村民会議自然共生社会

部会の連携による「サワギキョウを

増やそうプロジェクト」を９月２４日

（水）に実施しました。地区自治会

から７名，部会から５名の計１２名

が参加し，移植及び整備作業を行

いました。

　ヨシの処分について，ご相談があ

れば引き続き協議の場を設定した

いと思います。


